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請求先  会場責任者

年 月 日 （ ）

年 月 日 （ ）

年 月 日 （ ）

無 有 一般･外部 その他

円 ） 人

本 本 台 台

本 本 台

室内インターネット利用

住　所

物品販売

入場料金

申込日

会場
責任者 ＠

しない

氏　名

希望する 希望しない

： 　　：　　

参加対象

　　：　　

　　：　　

代表者名
(個人は氏名)

団体名

 申込者
 (請求先)※

注意※
申込後は
変更不可

※両面記載事項に同意の上、太枠内に必要事項をご記入ください。

　　：　　

ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づきとりぎん文化会館において適切に管理いたします。

利用設備等
内　訳 （ そ の 他 ）

ｺﾝｻｰﾄ
発表会

大会
集会

会議
研修
ｾﾐﾅｰ

営利
販売

県内文化芸術団体の利用により減免を希望（対象：ホール、展示室）

障がい者･要介護者等の利用により減免を希望（対象：全施設）

学校文化行事により減免を希望（対象：全施設）

本申込内容の審査が終了した時点で正式受付となりキャンセル料が発生いたします。

無料

ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ(床上型)

プロジェクター

フリーパネル

来場予定
人　数

情報誌･ＨＰ
情報公開

ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ(卓上型)

ﾏｲｸ(ｺｰﾄﾞ型)

準備開始 開　場 開　始 終　了 撤去完了

催物名称

利用目的

　　：　　 　　：　　

する

当日ﾓﾆﾀｰ表示

その他

予約番号 館長 総務部長

１ヶ月以内に文化活動での利用により減免を希望（対象：ﾘﾊｰｻﾙ室･練習室）

合議 確認

条例第７条第２項第３号の該当の有無について必要に応じて鳥取県警察本部に照会することがあります。

利 用 料
減免申請

お 客 様
同 意 欄

【提出先】とりぎん文化会館施設利用課　電話:0857-21-8700　FAX:0857-21-8705　ﾒｰﾙ:kenbun-riyou@tottori-caf.or.jp

申込みに当たっては、鳥取県立県民文化会館の設置等に関する条例（以下「条例」という。）第８条の規定を遵守し、かつ、条例
第７条第２項各号に該当する利用でないことを誓約するものとします。（条例については裏面をご確認ください。）

（公財）鳥取県文化振興財団　　2025.2　改訂

利　用　日

　　：　　

　　：　　

　　：　　

会　場

備　　考 処理　　／　　

受付

取扱種別 営利・非営利　／　前納・後納

　　：　　

※①③には、別途、
所定の概要書の

 提出が必要です。

（以下、施設側記入欄）

　　：　　 　　：　　 　　：　　

住　所

ＦＡＸ

電　話

ＦＡＸ

メール

電 話

書　類
送付先

年 月

（様式第１号）

 　 とりぎん文化会館　利用申込書

日

ピアノ

有料（最高額：

機材持込（　　　　　　     　　）

ﾘﾊｰｻﾙ
練習

※欄が足りない場合は別紙にてご提出ください。

　　：　　

ﾏｲｸ(ﾜｲﾔﾚｽ･ﾊﾝド)

― ―

内部関係者のみ

（40字以内）



【裏面記載事項】※必ずお読みください


